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後
期
高
齢
者
医
療

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線107）　

■
歯
科
口
腔
健
診
で
歯
と
口
の
健
康

　

を
保
ち
ま
し
ょ
う

　
今
年
度
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
を
対
象
と
し
た
「
歯
科
口
腔
（
こ

う
く
う
）
健
診
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
身
体
の
健
康
と
同
様
に
、
口
の
中
の

健
康
を
保
つ
こ
と
は
、
日
々
を
生
き
生

き
と
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
と
て
も
大

切
で
す
。
口
の
健
康
が
保
た
れ
て
い
な

い
と
、
虫
歯
や
歯
周
病
に
な
る
だ
け
で

な
く
口
腔
機
能
が
低
下
し
て
糖
尿
病
や

心
臓
病
な
ど
全
身
の
病
気
に
か
か
り
や

す
く
な
り
、
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
し

ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
高
齢
に
な
る
と
、
む
せ
た
り
、

の
ど
に
つ
か
え
た
り
す
る
こ
と
が
多
く

な
り
、
口
の
中
の
細
菌
な
ど
が
肺
に

入
っ
て
、
肺
炎
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　
毎
年
１
回
の
「
歯
科
口
腔
健
診
」
で
、

歯
と
口
の
健
康
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

※
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
や
６
カ
月
以
上

　
病
院
に
入
院
し
て
い
る
人
、
す
で
に

　
同
様
の
事
業
で
歯
科
健
診
を
受
診
し

　
た
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
実
施
期
間

　
８
月
１
日
（
月
）
〜
12
月
31
日
（
土
）

※
歯
科
医
院
の
休
診
日
は
除
き
ま
す
。

▼
実
施
場
所

　
町
が
契
約
し
て
い
る
歯
科
医
院
（
受

診
券
と
併
せ
て
一
覧
を
送
付
し
ま
す
）

▼
受
診
料
（
自
己
負
担
）

　
４
０
０
円

▼
検
査
項
目

　
問
診
、
歯
・
入
れ
歯
の
状
況
、
か
み

合
わ
せ
、
口
腔
内
の
状
況
、
飲
み
込
む

機
能
な
ど

▼
受
診
方
法

①
７
月
中
に
口
腔
健
診
の
実
施
場
所
な

　
ど
に
関
す
る
案
内
文
を
郵
送
し
ま
す
。

　
受
診
券
も
同
封
し
ま
す
の
で
、
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。

②
受
診
券
が
届
い
た
ら
、
受
診
を
希
望

　
す
る
歯
科
医
院
に
直
接
予
約
し
て
く

　
だ
さ
い
。

③
予
約
し
た
歯
科
医
院
で
受
診
し
て
く

　
だ
さ
い
。
受
診
券
と
被
保
険
者
証
、

　
受
診
料
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

選
挙

町総務課　TEL096－234－1140（ 内線222）　

■ 

持
続
可
能
な
選
挙
運
営
の
た
め

に
投
票
区
を
統
合
し
ま
す

　
町
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
有
権
者

の
減
少
を
受
け
て
、
１
行
政
区
１
投
票

区
と
な
っ
て
い
る
２
つ
の
区
域
を
見
直

し
ま
す
。
今
夏
の
参
議
院
議
員
通
常
選

挙
か
ら
次
の
と
お
り
、
投
票
区
と
投
票

所
を
変
更
し
ま
す
。

①
上
早
川
五
区

・
変
更
前

　
第
６
投
票
区
（
六
谷
公
民
館
）

・
変
更
後

　
第
５
投
票
区
（
龍
野
小
体
育
館
前
ユ

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
）

②
船
津
区

・
変
更
前

　
第
９
投
票
区
（
船
津
公
民
館
）

・
変
更
後

　
第
10
投
票
区
（
乙
女
小
体
育
館
）

　
ま
た
、
旧
第
10
投
票
区
（
麻
生
原
区
、

世
持
区
、
南
三
箇
区
、
中
山
区
、
津
志

田
区
）
の
投
票
所
も
次
の
と
お
り
、
変

更
し
ま
す
。

・
変
更
前
　
乙
女
高
齢
者
福
祉
セ
ン

　
　
　
　
　
タ
ー
ま
つ
や
ま

・
変
更
後
　
乙
女
小
体
育
館

▼
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

　
投
票
所
で
は
、
マ
ス
ク
着
用
や
手
指

消
毒
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。
記
載
台

の
鉛
筆
は
消
毒
し
ま
す
が
、
ご
自
身
の

鉛
筆
の
持
ち
込
み
も
可
能
で
す
。
係
員

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

■
期
日
前
投
票
所
も
役
場
庁
舎
の

　

１
階
に
移
動
し
ま
す

　
投
票
日
当
日
は
投
票
所
入
場
券
に
記

載
さ
れ
た
投
票
所
で
の
み
投
票
が
で
き

ま
す
。
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
で
投
票

日
当
日
に
投
票
が
で
き
な
い
人
は
、
町

選
挙
管
理
委
員
会
が
開
設
す
る
期
日
前

投
票
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
開
設
場
所

　
町
役
場
庁
舎
１
階

▼
開
設
期
間

　
６
月
23
日
（
木
）
〜
７
月
９
日
（
土
）

▼
投
票
時
間

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

▼
準
備
す
る
も
の

　
投
票
所
入
場
券
（「
期
日
前
投
票
宣

　
誓
書
欄
」
の
記
入
が
必
要
で
す
）

投票区および投票所が
変 更 に な り ま す

あ な た の 一 票 を 投 じ ま し ょ う

あなたの歯とお口の
健康状態をチェック！！

葉 の 健 康 を 守 り ま し ょ う
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国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線106）

国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線104）

■ 

令
和
３
年
度
の
国
民
健
康
被
保
険

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

　
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
（
水
色
）
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
（
日
）
で
す
（
短
期
証
を
除
く
）
。

　
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
使
用
で
き
る

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
う
ぐ
い

す
色
）
は
、
７
月
中
旬
に
各
世
帯
主
あ

て
に
簡
易
書
留
郵
便
に
て
お
送
り
し
ま

す
。

　
新
し
い
保
険
証
は
、
受
け
取
り
後
、

記
載
内
容
に
間
違
い
が
な
い
か
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
。
内
容
に
誤
り
が
あ
っ

た
場
合
は
、
町
住
民
生
活
課
ま
で
速
や

か
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■ 

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
限

度
額
認
定
証
の
ご
利
用
を

　
国
民
健
康
保
険
に
は
、
医
療
機
関
な

ど
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
高
額
と
な
っ

た
場
合
、
後
か
ら
町
へ
申
請
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

額
が
払
い
戻
さ
れ
る
「
高
額
療
養
費
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
利
用
す
る

こ
と
で
窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度
額
ま

で
に
な
り
ま
す
。
国
保
被
保
険
者
で

「
認
定
証
」
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
人

は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
住
民
税
の
課

税
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ

る
と
、
「
認
定
証
」
を
交
付
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
分
か
る
も

の■ 

令
和
４
年
度
の
認
定
証
交
付
申
請

は
８
月
１
日
（
月
）
か
ら
受
付

　
ご
利
用
中
の
「
認
定
証
」
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
（
日
）
で
す
。
８
月
以

降
は
令
和
４
年
度
の
住
民
税
課
税
状
況

な
ど
よ
り
改
め
て
区
分
判
定
し
ま
す
。

　
新
し
い
認
定
証
交
付
申
請
は
８
月
１

日
（
月
）
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
町
住

民
生
活
課
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

国 民 健 康 保 険 証
更 新 の ご 案 内

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 へ お 尋 ね く だ さ い

■ 

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
場
合
は
手
続
き
を

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が

「
免
除
」
ま
た
は
「
猶
予
」
と
な
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
納
付
の
免
除
・
猶
予

を
受
け
る
こ
と
で
年
金
受
給
権
（
老
齢

基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年

金
）
が
確
保
で
き
ま
す
。

①
免
除
（
全
額
・
一
部
免
除
）
申
請

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
各
々
の
前

年
所
得
（
過
去
年
度
分
に
つ
い
て
は
、

そ
の
前
年
所
得
）
が
一
定
額
以
下
の
場

合
や
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
、

申
請
に
よ
り
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
免
除
の
場
合
、
納
付
す
べ
き
保

　
険
料
を
納
付
し
な
い
と
免
除
が
無
効

　
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
申
請

　
50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
免
除
申
請
方
法
と
免
除
期
間

　
今
年
度
の
免
除
申
請
は
、
令
和
４
年

７
月
分
か
ら
令
和
５
年
６
月
分
ま
で
が

対
象
で
す
。
ま
た
、
対
象
期
間
以
前
の

保
険
料
免
除
も
、
申
請
日
か
ら
２
年
１

カ
月
前
ま
で
遡
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
な
お
、
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
た
人
が
翌
年
度
以
降
も

引
き
続
き
、
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認

を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
請
時
に
継
続

の
申
し
出
を
す
る
と
翌
年
度
以
降
の
申

請
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
失
業
に
よ

る
特
例
申
請
の
場
合
は
、
翌
年
度
も
申

請
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
納
付
の
免
除
・
猶
予
期
間
に

応
じ
て
、
将
来
受
給
で
き
る
年
金
額
が

減
少
し
ま
す
。
受
給
額
を
確
保
し
た
い

場
合
は
追
納
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
準
備
す
る
も
の

　
年
金
手
帳
（
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

通
知
書
）

※
失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
、
離
職
票

　
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

納付免除・納付猶予制度
を ご 存 じ で す か

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 へ お 尋 ね く だ さ い

み ほ ん
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